
 

（法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」） 

 
令和6年度の事業報告書 

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 

 
特定非営利活動法人 食と健康塾 in 宇佐 

１ 事業の成果 市民の健康に寄与する特産物の開発と研究に関する事業として、各自霊芝を栽培・

加工し、知人に分けるなどで霊芝栽培の普及に努めた。市民の健康に関する教育事業として、新規会

員向けの勉強会を開催し、関係者の知識の向上に貢献した。 

２ 事業の実施に関する事項 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（ 単 位 ：千

円） 

 

①市民の健康

に 寄 与 す

る 特 産 物

開 発 と 研

究事業 

・霊芝の菌床を仕入れ、栽培

し、製品に加工する。 

（A）４月下旬 

（B）各自栽培場

所 

（C）５名 

（D）栽培者

のみ 

（E）５名 

 

 

 

 

②市民の健康

に 関 す る

教育事業 

・キノコの効用・料理方法を

学習 

（A）11月17日 

（B）高並公民館 

（C）8名 

（D）会員 

（E）8名 

  19 

③市民の健康

に 寄 与 す

る 商 品 の

販 売 事 業

等 

実施しなかった    

(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

事業費の金額

（ 単 位 ： 千

円） 

 実施しなかった   

 

    

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして

記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 










